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①秘密として管理されていること（秘密管理性）
その情報に合法的かつ現実に接触することができる従業員等からみて、その情報が会社にとって秘密としたい情報であることが分

かる程度に、アクセス制限やマル秘表示といった秘密管理措置がなされていること。（「営業秘密管理指針」（次項参照））

② 有用な技術上又は営業上の情報であること（有用性）
脱税情報や有害物質の垂れ流し情報などの公序良俗に反する内容の情報を、法律上の保護の範囲から除外することに主眼を置

いた要件であり、それ以外の情報であれば有用性が認められることが多い。現実に利用されていなくても良く、失敗した実験データという
ようなネガティブ・インフォメーションにも有用性が認められ得る。

③公然と知られていないこと（非公知性）
合理的な努力の範囲内で入手可能な刊行物には記載されていないなど、保有者の管理下以外では一般に入手できないこと。

公知情報の組合せであっても、その組合せの容易性やコストに鑑み非公知性が認められ得る。

不正競争防止法第２条第６項
この法律において「営業秘密」とは、①秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の②事業活動に

有用な技術上又は営業上の情報であって、③公然と知られていないものをいう。

「営業秘密」として法律による保護を受けるための３つの要件
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